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串間市新型インフルエンザ等対策本部

本部長 島田 俊光

（ 公 印 省 略 ）

感染症対策ガイドラインの遵守について（依頼）

現在、新型コロナウイルス感染症対策に関し、感染症対策ガイドラインを作成・実践す

ることが全ての事業者に求められております。各業界団体が示したガイドラインに沿って、

すでに事業実施されている事業者もおられることと思います。

本市といたしましては、今般の隣接県での新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、各

事業者の皆様に感染症対策ガイドラインの作成・実践の徹底をお願いしたいと考えており

ます。各業界団体の感染症対策ガイドラインが示されているようでしたら、そちらの遵守

を徹底し、ガイドラインが未だ作成されていないようであれば、別添のとおり宮崎県作成

のガイドラインのサンプルが示されておりますので、参考にしていただき作成・実践をお

願いします。

記

１ 内容 各業界団体が示した感染症対策ガイドラインの遵守

（感染症対策ガイドラインを作成・実践した上での事業実施）

２ 参考資料 ・宮崎県作成のガイドラインサンプル

①「新しい生活様式」に対応するためのサンプル【接待を伴う飲食店向け】

②同サンプル【事業者（接待を伴う飲食店以外）向け】

・ガイドライン実践宣言のチラシ（飲食店向け、事業所向け）
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